
「大阪市水道局情報システム等の整備及び運用に関する規程」に関する実施要領 

 

施行 令和 7 年 10 月 31 日  

改正 令和８年 3 月 31 日 

「大阪市水道局情報システム等の整備及び運用に関する規程」（以下「規程」という。）に

ついて、規程第 20 条に基づき、規程の施行に必要な事項を次のとおり定める。 

 

１ 用語の定義について 

 (1)規程にかかる用語の定義（規程第２条関係） 

規程における「情報システム」とは、規程第２条第１号に定める仕組みであって、ソフ

トウェア、プログラムを搭載したコンピュータ及びその周辺機器並びにネットワーク（仮

想化技術により同様の機能を有するものを含む。）により情報処理を一体的に行うよう構

成されたもの（運用体制を含む。）のうち、当局が導入・構築し運用管理を行うものとし、

具体的な対象範囲は別表に定める。 

なお、情報システムに係る費用は、ICT 関連経費等の承認が必要となる。(2)実施要領に

係る用語の定義 実施要領における「システムカルテ」とは、情報システムごとに開発経

緯、改修履歴、運用状況、管理データ、費用実績等を一元的に整理したものとする。 

 

２ 最高情報統括責任者が掌理する事務について（規程第３条関係）  

最高情報統括責任者は、規程第３条第２項の定めるところにより、次の各号に掲げる事

務を行う。 

 (1) 情報システムに係る企画等に関する所属との協議及びＩＣＴ関連経費等の確認を通

じた、情報システムの導入・構築、運用、更新、調達、デジタル化を前提とした業

務改革（ＢＰＲ）及び経費に係る指導及び適正性の確認。 

 (2) 情報通信ネットワークに係る企画等に関する所属との協議及びＩＣＴ関連経費等の

確認を通じた、情報通信ネットワークの導入・構築、運用、更新、調達及び経費に

係る指導及び適正性の確認。 

 

３ 課等における体制について（規程第４・５条関係） 

 (1) 規程第４条第 3 項の定める情報統括主任は、課等における係長等から課長等が命ず

る。 

 (2) 情報統括主任を補佐させるため、課等に情報統括担当者を置くことができる。  

(3) 情報統括担当者は、所管事務における情報システムの企画等及び情報通信ネットワ

ークの整備等のため、DX 推進課からの通知や照会等の対応、情報統括主任が実施

する課等内での指導、助言、調整業務等の補佐を主な職務とする。 

 



４ 協議に係る共通事項（規程第６・７・10 条関係） 

(1) 対象は、課等における情報システムの企画、予算要求及び調達に係るもののうち、

最高情報統括責任者が必要と認めたものである。協議対象は項番１の別表と同じ。

調達にあたっては、入札・随意契約に関わらず協議が必要とする。 

(2) 協議は DX 推進課が行うものとする。協議にあたって DX 推進課に情報統括企画責

任者及び情報統括基盤責任者を置く。 

(3) 情報統括企画責任者は DX 推進課長をもって充てる。DX 推進課長は、協議におい

て情報システムの企画、事業の基本方針に対し必要な指導、助言及び指示を行う。 

 情報システムの企画、事業の基本方針の承認は DX 推進課長が行う。 

(4) 情報統括基盤責任者は ICT 基盤担当課長をもって充てる。ICT 基盤担当課長は、協

議において、情報システムの企画、事業の基本方針、予算要求及び調達に対し必要

な指導、助言及び指示を行う。 

 情報システムの予算要求、調達の承認は ICT 基盤担当課長が行う。 

(5) 情報システムを所管する課等は、情報システム毎にシステムカルテを作成しなけれ

ばならない。 

(6) 情報システムを所管する課等は、ＤＸ推進課と協議要否の確認等について、別紙１

「協議案件整理票」により事前調整を行わなければならない。なお、協議案件に前

例が無い場合や、同時協議の要否など協議要否が不明確な場合についても、協議案

件整理票により事前調整を行うものとする。 

同時協議を行えるものは次のとおり。 

    ・情報システムの企画及び予算要求に関する協議 

・既存システムの緊急改修（当年度予算未措置）に係る予算要求および調達に関す

る協議 

(7) 情報システムの企画、予算要求、調達にかかる協議の対象は、原則として、DX 推進

課と事前調整を行った案件とする。協議に際し、情報統括責任者は、別紙２「協議

依頼書」、別紙３「各協議段階における経費見込額一覧表」及びその他 DX 推進課が

求める資料を作成し、DX 推進課に提出しなければならない。DX 推進課は必要に応

じて最高情報統括責任者に報告しなければならない。また、提出について、情報統

括責任者及び情報統括主任は内容の把握と適正性についての確認をしなければなら

ない。なお、次の協議については、システムカルテを添付しなければならない。 

・既存の情報システムを改修するとき 

・情報システムを調達するとき 

・ICT 関連経費の予算要求をするとき 

(8) 情報システムを所管する課等は、予算要求までに、ICT 関連経費について DX 推進

課へ予算要求時計画の協議を行わなければならない。なお、予算要求にあたって、

予算要求（変更）計画書の承認が得られていないものについては、原則としてＩＣ



Ｔ関連予算としての予算要求を認めないものとする。 

※要領５(2)ただし書きにかかる費用であっても、予算要求時計画の協議が必要とする。 

(9)  情報統括責任者は、前項の規定により作成した予算要求計画又は変更計画の変更を

しようとするときは、あらかじめ情報統括基盤責任者の承認を受けなければならな

い。 

(9) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、当該協議内容について、必要に応

じ当該課等の情報統括責任者に対して意見を付すことができる。情報統括責任者は

当該意見に対し、必要な対応を取らなければならない。 

(10) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、当該協議について、情報統括責任

者に対して「承認書」により承認、又は規程の目的に沿っていないとして不承認と

することができる。 

(11) 情報統括責任者は、情報システムを廃止する場合も情報システムの変更に準じ規程

第６条協議を必要とする。以下、規程第 10 条についても同じ。 

(12) 情報統括責任者は、所管する情報システムに係るシステムカルテを作成し、適宜更

新のうえ DX 推進課に提出する。 

(13)『初回稼働時期』とは、新規システム（再構築を含む）が稼働を開始する時期をい

う。また、『リリース時期』とは、当該システムに追加した機能をリリースする時期

を指す。このため、新規開発の場合は初回稼働時期とリリース時期は一致するが、

改修に伴うリリース時期は、初回稼働時期とは異なる場合がある。 

 

５ 情報システムの企画に係る承認について（規程第６条関係） 

(1) 規程第６条第１項の「情報システムを企画しようとするとき又は既存の情報システ

ムの変更をしようとするとき」とは次に掲げる場合をいう。なお、情報システムに係

る開発・導入、機種更新及び再構築にあたっては、開発支援コンサル委託やシステム

構築業務委託、機器リース など複数の調達を行うこともあるが、一連の調達は一体

として協議を行うこととする。  

・情報システムの開発・導入をしようとするとき  

・情報システムの機種更新及び再構築をしようとするとき  

(2) 規程第６条第１項ただし書きの「別に定めるもの」（協議対象外となるもの）とは次

に掲げるものをいう。  

・情報システムの改修のうち、軽微な改修となるもの。 

（軽微な改修となるものの例） 

① 元号改正 

② 抽出項目の追加 

③ 画面上のラベル修正 

④ バグの修正 



⑤ コード値の変更 

⑥ タイムアウト時間の変更 

⑦ バッチ処理のスケジュール変更  

なお、現行システムの機能追加については協議の対象とする。 

   ・運用保守等の調達 

・サーバ機器及び端末機（周辺機器含む）のリース延長  

・サーバ機器の増設 

・情報システムで利用する端末機（周辺機器含む）の増設及び更新  

・情報システムへのデータ入力（パンチ） 

・更新（地図等のデータ更新）委託  

・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの（当

該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合を除く。例えば、専用装置に組

み込まれている端末については、その機能が専用装置の一部として密接に統合さ

れており、切り分けが困難であるため除外対象とする。） 

   ・SaaS の継続利用（契約更新時において製品指定による調達を行うもの） 

    ・サブスクリプション方式動画視聴サービスなどの、当局が保有する情報（データ

を入力又は アップロードを行わない SaaS の利用  

・情報システムに係る新規開発・導入、機種更新及び再構築に係る基本方針作成支

援、仕様書作成支援、運用支援、市場調査、ＢＰＲ支援のコンサル委託（開発（プ

ロジェクト管理）支援に係るコンサル委託を除く） 

   ・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの  

(3) 各情報システムの更新または再構築を行う際には、必要とされるデータを自動的に

オープンデータとして生成・収集できる機能の導入について、DX 推進課と協議をす

ること。 

(4) 承認を受けた後から調達までの間に基本方針の変更を行う場合は、速やかにＤＸ推

進課に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、

再度 DX 推進課と協議を行わなければならない。 

 

６ 情報システムの運用計画について（規程第８条関係）  

(1) 情報統括責任者は、情報システムの開発・導入及び再構築後の運用について、開発

事業者若しくは運用保守業者と調整し、運用ルール、運用方法、障害対応の方法な

どの情報をまとめた運用計画を作成し DX 推進課へ報告しなければならない。 

(2) 情報統括基盤責任者は、前項で確認した内容について、必要に応じて情報統括責任

者に必要な指導、助言及び指示を行う。 

 

７ 情報システムの運用管理（規程第９条関係） 



(1) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、課等における情報システムの導入

後、規程第６条及び 10 条における協議で承認した内容について、最高情報統括責任

者が必要と認める場合は運用実績の確認を行う。 

(2) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、前項で確認した内容について、必

要に応じて情報統括責任者に必要な指導、助言及び指示を行う。 

 

８ 情報システムの調達に係る承認等について（規程第 10 条関係） 

(1) 規程第 10 条第１項の「情報システムの開発、運用又は変更に係る調達をしようとす

るとき」とは次に掲げる場合をいう。なお、複数の調達を一体として規程第６条第

１項に基づく協議を実施した場合であっても、規程第 10 条第１項に基づく協議は

調達ごとに行うことができる。 

・情報システムの開発・導入に関する調達をしようとするとき 

・情報システムの機種更新（データ移行）及び再構築に関する調達をしようとすると    

 き 

(2) 規程第 10 条第１項ただし書きの「別に定めるもの」とは次に掲げるものをいう。 

・ネットワーク回線利用、パンチ作業（データ作成・入力）、システムからのデータ抽

出等の調達 

・情報システムの改修・運用保守等の調達 

・サーバ機器及び端末機（周辺機器含む）の買入、借入（追加、リース延長含む）に係

る調達 

・SaaS の利用申込み（ただし、業務要件を満たし、他の選択の余地がない（他のサー

ビスよりも相当に優れている）サービス、かつ、サービスの販売方法が、申込みしか

対応できない場合のみに限る） 

・情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築の基本方針作成支援や仕様書作

成支援、開発（プロジェクト管理）支援等のコンサル委託に係る調達 

・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの（ただ

し、当該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合を除く。例えば、防災設備の

中央監視盤に組み込まれている端末については、その機能が専用装置の一部として

密接に統合されており、切り分けが困難であるため除外対象とする。） 

・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの 

(3) 承認を受けた後から調達までの間に調達方法の変更を行う場合は、速やかにＤＸ推進

課に報告しなければならない。ただし、次については調達方法の変更による報告を求

めない。 

・工期の延期 

・開発スケジュールの変更 

・機能そのものを変えない範囲の軽微な変更 



・入札結果による開発金額の変更 

※工数・費用・運用方法への影響があるものは原則報告が必要 

なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。 

(4) 情報統括責任者は、第１項に係る承認を受けた調達について、情報統括基盤責任者

から求めがあった場合には、調達完了後速やかに DX 推進課に対して別紙６「調達

結果報告書」により調達結果を報告しなければならない。DX 推進課は必要に応じ

て最高情報統括責任者に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者は、

調達内容が当初の承認内容と異なる場合や情報セキュリティ等に影響を与える可能

性がある場合、調達結果によっては、より詳細な内容の報告を求めることができる。 

 

９ 局情報通信ネットワークの利用等に係る協議について（規程第 16 条第３項関係）  

(1) 情報統括責任者は、別紙８「協議・申出書依頼書」を作成し、DX 推進課を経由して

最高情報統括責任者に提出しなければならない。 

(2) 当該課等の情報システム所管課等は、DX 推進課と内容の確認及び事前調整を行わ

なければならない。  

(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。 

(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者に対して別紙９「確認

書」を通知する。 

 

10 課等情報通信ネットワークの局情報通信ネットワークへの接続に係る協議について

（規程第 17 条第１項関係） 

(1) 情報統括責任者は、別紙８「協議・申出依頼書」を作成し、DX 推進課を経由して最

高情報統括責任者に提出しなければならない。ただし、「課等情報通信ネットワーク

の整備」のみを行おうとする場合は その限りではない。 

(2) 当該課等の情報システム所管課等は、DX 推進課と内容の確認及び事前調整を行わ

なければならない。 

(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。  

(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者に対して別紙９「確認

書」を通知する。  

(5) 情報統括責任者は、局情報通信ネットワークとの接続を廃止する場合、別紙８「協

議・申出書」により DX 推進課を経由して最高情報統括責任者に対して報告しなけ

ればならない。また、情報システムを所管する課等は、廃止報告を行う前に、DX 推

進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。 

 

11 他の局等の局情報通信ネットワークへの接続及び他の局等の情報システム若しくは情

報通信ネットワークの局情報通信ネットワークへの接続に係る申出について（規程第 19



条第２項関係）  

(1) 他の局等の長は、別紙７「協議・申出依頼書」を作成し、DX 推進課を経由して最高

情報統括責任者に提出しなければならない。  

(2) 当該の他の局等のネットワーク又は情報システム所管課等は、DX 推進課と内容の確

認及び事前調整を行わなければならない。 

(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。 

(4) 最高情報統括責任者は、当該申出について、他の局等の長に対して別紙９「確認書」

を通知する。  

(5) 当該の他の局等のネットワーク又は情報システム所管課等は、局情報通信ネットワ

ークとの接続を廃止する場合、DX 推進課を経由して、最高情報統括責任者に対し

て報告しなければならない。また、情報システムを所管する課等は、廃止報告を行

う前に、DX 推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。 

 

12 クラウドサービスを利用する場合、サービス構築事業者のセキュリティ評価の確認を

行っている。重要性分類 I 又はⅡに分類される情報を取り扱う場合は、原則 ISMAP、

ISMAP（LIU）または ISO27017/18 と同等以上の水準が必要となる。 

 

13 承認時期等について 

 (1)各段階の協議については、次の期間までに承認を受けること。 

・企画（規程第 6 条関係）に係る承認については、調達計画策定の前までとする。 

・調達（規程第 10 条関係）に係る承認については、契約事務審査会受付締切の前までとす

る。 

・予算要求（実施要領４）に係る承認については、予算要求調書提出の前までとする。 

(2)運用計画については、次の期間までに提出すること。 

 ・システムの運用開始する前までとする。 

 

14 本実施要領について 

情報システム等をめぐる情勢は、日々変化し続けており、本実施要領に該当しない場合

が想定される。その場合は、DX 推進課と調整し対応することとする。 

 

15 システムカルテについて 

  システムカルテについては、毎年度末に棚卸を実施し、記載内容を最新の状態に更新す

るものとする。更新後のシステムカルテは、翌年度 4 月からの協議・検討において用いる

ものとする。 

 

附 則 



１ この実施要領は、令和７年 10 月 31 日から施行する。 

２ 「大阪市水道局ＩＣＴ計画の推進に関する規程」の施行に関する実施要領は、本要領に

改める。 

附 則 

この実施要領は、令和８年３月 31 日から施行する。 


